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委 員 会 審 査委 員 会 審 査

補正後の額補正額会　　計　　別
１７,６６３,３７６１１７,８０７一 般 会 計

６,１６０,９０７２０３,２６１国民健康保険特別会計

３０,７４１１３,７３０老人保健特別会計

３４９,２４４３,７６７後期高齢者医療特別会計

２,４７６,８３２１０,８０３介護保険特別会計

▼３月補正予算の状況　　（単位：千円）

▼一般会計補正予算の内訳　（単位：千円）

補　正　額歳出（使途）の内訳
△　９３４議 会 費

１２,９９３総 務 費

△　３９,２２９民 生 費

△　２５,５８７衛 生 費

１３３農 林 水 産 業 費

１２１,１２７土 木 費

△　２７,４５３消 防 費

９０,２０７教 育 費

△　１６,２６８公 債 費

２,８１８諸 支 出 金

１１７,８０７歳　出　合　計

補　正　額歳入（財源）の内訳
２６,７００市 税

△　８,０００地 方 譲 与 税

△　３,０００利 子 割 交 付 金

△　４,０００配 当 割 交 付 金

７５,０００地方消費税交付金

△　５,０００自動車取得税交付金

７７,７０２国 庫 支 出 金

２０,５１８県 支 出 金

１５,６７７財 産 収 入

２８３寄 附 金

△　３５４,１１９繰 入 金

２８７,８０３繰 越 金

３４,９４３諸 収 入

△　４６,７００市 債

１１７,８０７歳　入　合　計

�

保
険
年
金
課
主
席
主
幹　

収
支
決

算
状
況
や
広
域
連
合
議
会
に
提
案

さ
れ
た
予
算
等
は
、
す
べ
て
広
域
連
合

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
る
。

�
介
護
保
険

�

介
護
給
付
費
準
備
基
金
積
立
金
の

内
訳
は
。

�

高
齢
者
福
祉
課
長　

こ
の
基
金
は
、

介
護
給
付
費
支
払
い
の
安
定
化
を

図
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

　

内
訳
は
、
介
護
保
険
料
で
約
１
１
０

０
万
円
、
第
三
者
納
付
金
と
介
護
給
付

費
返
納
金
で
約
２
１
５
万
円
、
基
金
積

立
金
利
子
で
約　

万
円
、
合
計
し
て
１

６４

３
７
９
万
５
千
円
を
積
み
増
し
、
基
金

残
高
は
約
１
億
９
０
０
０
万
円
と
な
る
。

ＡＱＡ

�
国
民
健
康
保
険

�

保
険
給
付
費
の
補
正
内
容
は
。

�

保
険
年
金
課
長　

一
般
被
保
険
者

分
は
、
１
人
あ
た
り
の
給
付
費
が

３
・
１
㌫
の
増
、
被
保
険
者
数
も
３
６

２
人
増
の
見
込
み
と
な
り
、
約
１
億
７

０
０
万
円
を
増
額
し
た
。
退
職
者
分
は
、

被
保
険
者
数
が　

人
の
減
と
な
る
が
、

３６

１
人
あ
た
り
の
給
付
費
が
９
・
８
㌫
と

大
幅
な
増
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
約
３

４
０
０
万
円
を
増
額
し
た
。
高
額
療
養

費
に
つ
い
て
も
、
１
件
あ
た
り
の
支
給

金
額
、
支
給
件
数
と
も
に
増
え
て
お
り
、

約
３
１
０
０
万
円
の
増
額
と
な
っ
た
。

�
後
期
高
齢
者
医
療

�

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
広
域
連
合
の

収
支
状
況
を
知
る
方
法
は
。

ＱＡＱ

助
金
が
減
額
と
な
る
た
め
、
保
育
室
を

分
け
る
こ
と
で
対
応
す
る
。
鶴
ヶ
島
第

一
小
・
長
久
保
小
・
南
小
の
学
区
に
つ

い
て
は
プ
レ
ハ
ブ
を
建
設
、
鶴
ヶ
島
第

二
小
学
校
区
に
つ
い
て
は
、
南
校
舎
１

階
を
改
修
し
て
運
営
規
模
を
適
正
化
す

る
も
の
で
あ
る
。

�
小
中
学
校
の
施
設
管
理

�

小
学
校
及
び
中
学
校
の
施
設
管
理

事
業
の
内
容
は
。

�

学
校
教
育
課
主
席
主
幹　

小
学
校

施
設
管
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
ト

イ
レ
の
一
部
を
洋
式
化
す
る
た
め
の
経

費
で
あ
る
。
中
学
校
施
設
管
理
事
業
は
、

小
学
校
と
同
様
に
ト
イ
レ
の
一
部
の
洋

式
化
と
、
西
中
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
改

修
工
事
を
行
う
た
め
の
経
費
を
計
上
し

た
。
工
期
に
つ
い
て
は
、　

年
度
の
夏

２２

休
み
を
予
定
し
て
い
る
た
め
、
い
ず
れ

も
繰
越
明
許
費
の
設
定
を
行
っ
た
。

ＱＡ

た
点
で
あ
る
。

　

組
合
は
、
現
行
の
ま
ま
維
持
し
て
ほ

し
い
と
の
要
望
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的

に
は
妥
結
、
合
意
が
で
き
た
。

�

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

被
用
者
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
へ
加
入
者
本
人
が
移
行
し
た
場
合
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
と
な

っ
た
被
扶
養
者
の
国
民
健
康
保
険
税
の

減
免
期
間
を
、
現
行
の
２
年
間
か
ら
当

分
の
間
に
変
更
す
る
も
の
で
す
。

�

減
免
対
象
者
の
状
況
は
。

�

保
険
年
金
課
長　

後
期
高
齢
者
医

療
制
度
が
施
行
さ
れ
た
時
点
で
は

　

人
が
該
当
と
な
り
、
国
保
に
加
入
し

１２た
。　

年
度
は
、　

人
が
対
象
と
な
る

２２

１５

見
込
み
で
あ
る
。
対
象
者
に
は
国
保
加

入
の
際
に
、
窓
口
で
説
明
を
行
う
が
、

も
し
申
請
漏
れ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

申
請
の
勧
奨
を
行
う
。

�

鶴
ヶ
島
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

�

建
築
確
認
手
数
料
の
大
幅
引
き
上

げ
の
背
景
に
つ
い
て
。

�

建
築
課
長　
　

年
に
発
生
し
た
一

１７

連
の
耐
震
偽
装
事
件
で
、　

年
６

１９

月
に
改
正
建
築
基
準
法
が
施
行
さ
れ
、

審
査
項
目
、
審
査
書
類
の
増
加
等
建
築

確
認
審
査
の
厳
格
化
が
求
め
ら
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
建
築
確
認
手
数
料
を
平
均

　

㌫
引
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

５７ 議案第１１号ＱＡ議案第１２号ＱＡ

続
き
当
面
の
措
置
と
し
て
の
市
長
等
の

給
料
月
額
の
減
額
を
す
る
も
の
で
す
。

�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
鶴
ヶ

島
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休

暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

�

職
員
の
現
在
の
超
過
勤
務
の
状
況

に
つ
い
て
。

�

人
事
課
長　
　

年
度
は
、
１
人
当

２１

た
り
平
均
７
・
８
時
間
程
度
で
あ

る
。
月
に　

時
間
を
超
え
た
職
員
は
延

６０

べ　

人
で
、
内
容
と
し
て
は
、
年
度
の

２７
切
り
替
え
等
に
よ
り
税
務
課
や
会
計
課

の
職
員
、
ま
た
、
選
挙
や
防
災
訓
練
に

従
事
し
た
職
員
と
な
っ
て
い
る
。

�

職
員
の
給
与
の
一
部
の
控
除
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て

　

職
員
が
支
払
う
べ
き
生
命
保
険
以
外

の
保
険
の
保
険
料
相
当
額
を
給
与
か
ら

控
除
し
、
職
員
に
代
わ
っ
て
払
い
込
む

も
の
で
す
。

�

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

�

改
定
に
あ
た
り
、
職
員
組
合
と
合

意
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
。

�

人
事
課
長　

組
合
と
の
特
殊
勤
務

手
当
の
交
渉
内
容
は
、
ケ
ー
ス
ワ

ー
カ
ー
等
に
対
す
る
手
当
を
生
活
保
護

業
務
に
限
定
し
た
点
と
、
保
育
業
務
手

当
、
自
動
車
運
転
業
務
手
当
を
見
直
し

議案第８号ＱＡ議案第９号議案第１０号ＱＡ

特　

別　

会　

計


